
 

 

 

【申し込み方法の流れ】  

 

注意） 

・問診票「こどものこころの診療科初診時問診票」記載時は、母子手帳が必要となります。この

問診票は必須です。 

・学校からのレポート、医療機関からの紹介状（診療情報提供書）が無い場合でも受診は可能で 

す。ただし、無い場合は、診察に時間がかかり、診断するまで何度か外来受診が必要となるこ

とがございますのでご理解をよろしくお願い致します 

・学校からのレポートは、可能な限り提出お願い致します。定まった書式はありません。 

・ほかの医療機関を受診した経歴がある場合は、受診した医療機関へ診療情報提供書を依頼し、 

 提出をお願いします。 

 

【特別児童扶養手当の診断書に関して】 

※ 更新の際は、総合受付で小児科外来を受付し、診察後に診断書の作成を行います。 

※ 初診の際は、特殊外来を予約・診察後に診断書の作成を行います。ただし、検査（知能検査・

心理検査）等が必要な方の場合は、検査結果を基に診察しその後、診断書の作成を行います 

※ 検査（知能検査・心理検査）予約に２～３か月間要しますので早めの受診をお願い致します 

※ 診断書の作成から発行までに２週間ほど時間を要します。 

 

 

 

 

１

•申し込み受付は、地域医療連携室の窓口で行います

•受診を勧められた場合は、そのこともお伝えてください。

２
•外来予約依頼表への記入

３

•受診に必要な提出書類の説明

•①問診表 「こどものこころの診療科初診時問診票(6枚）」

•②学校からのレポート「児の様子・背景などを記載したもの」

•③医療機関からの紹介状（診療情報提供書）→他の医療機関を受診経歴がある場合

•①②③に関しては、遅くとも予約日の1週間前までに地域医療連携室窓口まで届けく

•ださるようお願い致します

•※検査報告書（知能検査・心理検査）などの情報があればご提出お願いします

４
•受診当日は、総合受付１番で受付し、小児科外来で診察

特殊外来（心身発達）の予約申し込みされる方へ 


